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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
十
九
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

募
集
種
目 

 
 

自
衛
官
候
補
生 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠

 
 

格
事
由
に
該
当
し
な
い
者 

三 

採
用
試
験
の
方
法 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

四 

募
集
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
一
日
（
日
）
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
三
日
（
火
）
ま
で 

五 

入
隊
時
期
（
採
用
予
定
月
） 

 
 

平
成
三
十
年
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬 

六 

試
験
期
日
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

試
験
期
日 

 
 

 

平
成
三
十
年
二
月
十
八
日
（
日
） 

 
 

 

平
成
三
十
年
二
月
十
九
日
（
月
） 

 

ロ 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
一
丁
目
四
十
番
地
七 

 
 

 

陸
上
自
衛
隊
大
宮
駐
屯
地 

七 

応
募
者
の
受
付 

 
 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和

 

区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

電
話
〇
四
八
―
八
三
一
―
六
〇
四 

 

三
）
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。 

八 

各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 



 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ
―
１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
六
五
一
―
二
四
二
〇
） 

 

ロ 
埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
―
二
九
二
三
―
四
六
九
一
） 

 

ハ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
四
六
六
―
四
四
三
五
） 

 

ニ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
三
丁
目
九
十
番
地
一
国
際
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
五
二
二
―
四
八
五
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
秩
父
市
宮
側
町
三
番
地
三 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四
―
二
二
―
六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 



１ 購入等件名及び数量 

アナログミキサーほかシステム一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課 

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 

３ 落札者を決定した日 

平成 29 年 12 月 22 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

ソニービジネスソリューション株式会社 

東京都港区港南１丁目７番１号 

５ 落札金額 

41,871,600 円（税込） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

平成 29 年 10 月 24 日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
一
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
貫
井
ビ
ル
新
築
工
事 

 
 

 

埼
玉
県
蕨
市
塚
越
一
丁
目
十
番
三
号
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 

⑴ 

駐
車
場
外
周
は
見
通
し
に
配
慮
し
、
出
入
庫
の
際
の
事
故
を
未
然
に
防
止
さ
れ
た
い
。 

 

⑵ 

オ
ー
プ
ン
時
や
休
日
、
そ
の
他
の
混
雑
時
に
は
誘
導
員
を
置
く
な
ど
路
上
駐
車
の
防
止

に
努
め
ら
れ
た
い
。 

 

⑶ 

出
入
り
口
付
近
に
は
反
射
鏡
を
設
け
る
等
歩
行
者
の
安
全
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。 

 

⑷ 

工
事
期
間
中
、
関
係
車
両
の
通
行
及
び
駐
停
車
に
際
し
て
は
、
歩
行
者
、
自
転
車
等
の

妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
さ
れ
た
い
。 

 

⑸ 

店
舗
に
関
連
す
る
公
道
、
私
道
に
つ
い
て
も
近
隣
住
民
や
店
舗
と
協
力
の
う
え
清
潔
を

保
た
れ
た
い
。 

 

⑹ 

当
該
所
在
地
は
、
蕨
市
の
路
上
喫
煙
禁
止
区
域
内
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
路
上
喫
煙

防
止
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。 

 

⑺ 

店
舗
周
辺
に
は
廃
棄
物
を
含
め
て
火
災
を
誘
発
す
る
物
品
を
放
置
し
な
い
よ
う
徹
底
さ

れ
た
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日
か
ら
平
成
三
十
年
二
月
十
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
二
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

行
田
市
南
河
原
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

行
田
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

北
河
原
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

行
田
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
四
号 

 
平
成
二
十
九
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
十
一
号
で
公
示
し
た
基
本
測
量
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二

月
二
十
七
日
終
了
し
た
旨
国
土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
さ
い
た
ま
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

さ
い
た
ま
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
さ
い
た
ま
市
境
界
点
座
標
変
換
業
務
（
北
部
そ
の
一
～
そ
の
二
）
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

さ
い
た
ま
市
北
区
地
内
、
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
地
内
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
六
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

桶
川
市
坂
田
西
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

飯 

島 
 

 

登 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
百
七
十
二
番
地 

 

梅 

原 

美 

男 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
三
十
一
番
地
八 

 

岡 

地 
 

 

優 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
十
六
番
地 

 

小 

沢 

昭 

利 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
九
十
五
番
地 

 

加 

藤 
 

 

修 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
二
百
四
番
地 

 

加 

藤 

辰 

雄 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
四
百
四
十
五
番
地 

 

加 

藤 
 

 

力 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
五
百
五
十
八
番
地 

 

加 

藤 

義 

明 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
七
十
番
地 

 

小 

林 

重 

美 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
二
百
十
九
番
地 

 

齋 

藤 
 

 

博 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
六
十
七
番
地
一 

 

笹 

代 

正 

夫 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
百
十
九
番
地
九 

 

佐 

藤 

和 

則 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
二
百
四
十
五
番
地
二 

 

篠 

﨑 

和 

美 
 

埼
玉
県
桶
川
市
坂
田
東
二
丁
目
五
番
地
二 

 

相 

馬 

誠 

一 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
十
八
番
地 

 

髙 

栁 

哲 

夫 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
八
十
六
番
地 

 

町 

田 

賢 

司 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
九
十
九
番
地 

  
 

就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

市 

川 

茂 

夫 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
百
十
九
番
地
三 

 

梅 

原 

美 

男 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
三
十
一
番
地
八 

 

岡 

地 
 

 

優 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
十
六
番
地 

 

小 

沢 

昭 

利 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
九
十
五
番
地 

 

加 

藤 
 

 

修 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
二
百
四
番
地 

 

加 

藤 

辰 

雄 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
四
百
四
十
五
番
地 

 

加 

藤 
 

 

力 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
五
百
五
十
八
番
地 

 

加 

藤 

義 

明 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
七
十
番
地 



 

小 

林 

重 

美 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
二
百
十
九
番
地 

 

齋 

藤 
 

 

博 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
六
十
七
番
地
一 

 
笹 

代 

正 

夫 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
百
十
九
番
地
九 

 

佐 
藤 

和 

則 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
二
百
四
十
五
番
地
二 

 

篠 

﨑 
和 

美 
 

埼
玉
県
桶
川
市
坂
田
東
二
丁
目
五
番
地
二 

 

相 

馬 

誠 
一 

 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
十
八
番
地 

 

髙 

栁 

哲 

夫 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
八
十
六
番
地 

 

髙 

栁 

惣 

一 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
四
十
三
番
地 

 

町 

田 

賢 

司 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
千
三
百
九
十
九
番
地 

 

峯 

川 

光 

男 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
坂
田
二
百
四
十
五
番
地
八 

 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

利 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

所
沢
武
蔵
村
山
立
川
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

所
沢
市
大
字
上
山
口
字
長
峰
二
一
八

九
番
二
地
先 区 

 
 

間 

一
八
・
一
〇
～ 

 
 

 

二
〇
・
三
〇 

一
三
・
六
〇
～ 

 

一
五
・
八
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

一
二
六
・
六
〇 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

地
滑
り
対
策
に
よ
る
区

域
変
更 備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

大 

島 

利 

彦 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

所
沢
青
梅
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

所
沢
市
小
手
指
南
二
丁
目
二
一
番
二

〇
地
先
か
ら
同
市
小
手
指
南
二
丁
目

二
二
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

九
・
〇
〇
～ 

 
 

 

九
・
八
〇 

八
・
二
〇
～ 

 

九
・
〇
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
六
・
〇
〇 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

歩
道
整
備
事
業
に
伴
う

区
域
変
更 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

山 

田 

隆 

弘 

一 

道
路
の
種
類 

 

県
道 

二 

路 

線 

名 
 

籠
原
停
車
場
線 

三 

道
路
の
区
域 

 
 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

熊
谷
市
新
堀
七
四
六
番
一
地
先
か
ら 

 
 同

市
新
堀
八
八
〇
番
六
地
先
ま
で 

熊
谷
市
新
堀
七
五
五
番
四
地
先
か
ら 

 
 同

市
新
堀
八
八
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 

間 

二
〇
・
〇
〇
～ 

 
 
 

三
四
・
一
四 

七
・
〇
〇
～ 

 
 
 

一
三
・
七
五 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

二
七
二
・
〇
一 

三
二
一
・
〇
九 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

熊
谷
都
市
計
画
事
業
籠
原
中
央
第

一
土
地
区
画
整
理
事
業 

備 

 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
一
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
一
月
十
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
長 

細 

田 

哲 

也 
 

 
 



  

 

県
道
川
口
草
加
線 

路

線

名 

草
加
市
吉
町
五
丁
目
一
三
七
二
番
四
地
先
か
ら
草
加

市
吉
町
五
丁
目
一
一
二
三
番
地
先
ま
で
（
た
だ
し
、

関
係
図
面
に
表
示
す
る
部
分
に
限
る
。
） 

供

用

開

始

の

区

間 

 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

供

用

開

始

の

期

日 

平
成
二
十
年
一
月
二
十
二
日
付

け
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務

所
長
告
示
第
二
号
で
告
示
し
た

道
路
予
定
区
域
の
一
部
供
用
開

始
で
あ
る
。
延
長
一
八
○
・
九

○
メ
ー
ト
ル 

備

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発

行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 埼

玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

高 

橋 

浩 

行 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
九
〇
〇
二
八
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
九
〇
〇
四
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
寺
谷
二
千
四
十
九
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
の
輪
七
丁
目
二
十
番
地
五 
グ
レ
イ
ス
ム
ー
ン
一
〇
二
号
室 

 
 

上
野 

将
光 

上
野 

舞
子 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 
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